
「フードバトン事業」とは、各家庭で眠っている食品を

持ち寄り、それらをまとめて寄贈する活動です。

集まった食品は多久市社会福祉協議会を通じて、

生活困窮世帯へ届けます。

フードバトン事業にご協力ください

● お米（白米・玄米・アルファ米）

● パスタ・素麺などの乾麺

● 缶詰・レトルトやインスタント食品

● のり・お茶漬け・ふりかけ

● 粉ミルク・離乳食・お菓子

● 調味料（醤油・食用油・味噌など）

● 賞味期限が切れているもの

● 賞味期限が明記されていないもの

● 開封済みのもの

● 生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜）

● アルコール（みりん・料理酒は除く）

ご寄付いただきたい食品 以下の食品はお引き取りできません

ご家庭に眠っている

食品はありませんか？

「もったいない」を「ありがとう」に変える
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今日からできる食品ロス削減

日本では、家庭で廃棄される食べ物のうち、手付かずのままのものが

22%も含まれています。さらに4分の1は賞味期限以内のものです

多久市社会福祉協議会　 0952-75-3593


